
浜松市告示第２９３号 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律（平成１７年法律第

１２３号）第５９条第１項の規定に基づき、自立支援医療（精神通院医療）を

担当する医療機関等として次の者を指定したので、同法第６９条の規定により、

次のとおり告示する。 

 

  令和８年５月２６日 
                     浜松市長 中野 祐介        

 

１ 指定する医療機関の名称等 

 

番

号 
医療機関等名称 所在地 連絡先 

１ 
医療法人弘遠会    

すずかけセントラル病院 浜松市中央区田尻町 120 番地の 1 053-443-0111 

２ さくら薬局 浜松蜆塚店 浜松市中央区蜆塚三丁目 1 番 9 号 053-450-5151 

３ 
さくら薬局  

浜松下石田店 浜松市中央区下石田町 273 番地の 1 053-421-7111 

４ さくら薬局 浜松和合店 浜松市中央区和合町 220番地の 2556 053-412-1751 

５ 
THE FBS 訪問看護ステ

ーションなかじょう 
浜松市浜名区中条 1318 番地の 4  

モカール中条 101 090-4358-7741 

６ 
藤花会訪問看護ステーショ

ンいいのや 浜松市浜名区神宮寺町 8 番 15 号 -- 

 

２ 指定年月日 

  令和８年５月１日 

 

 

 

 


